
９２．５％９２．５％メタル＋光ファイバ等

７８．９％７８．９％光ファイバ

固定電話サービス
（加入電話＋ISDN）

８７．２％

ＦＴＴＨサービス ７１．４％７１．４％

加入者回線数シェア加入者回線数シェア

９９．９％メタル（電話銅線）

３７．１％３７．１％ＡＤＳＬサービス

サービス（契約数）シェアサービス（契約数）シェア

【参考】

0AB~J IP電話 ７２．９％７２．９％

WANサービス ３６．７％３６．７％

【参考】

[07年3月現在]

[07年3月現在]

[07年3月現在]

[07年12月現在]

[07年12月現在]

[07年12月現在]

[07年9月現在]

[07年12月現在]

（注） 0AB~J IP電話については、電気通信番号の指定を受けている利用番号数の総数に占めるＮＴＴ東西のシェア。

[出典] 電気通信事業報告規則に基づき提出された回線数及び契約者数等を元に作成。

ＮＴＴ東西の加入者回線数シェア及びサービスシェアの現状 ７



ＮＴＴ東西のＮＧＮサービスについて

県
内

県
間

フレッツサービス ＮＧＮサービス

広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト

広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト

新サービス

公正競争の確保

■ 認可条件

（他事業者との公平な
取扱い等）

■ 接続ルールの整備

（市場実態に即した段
階的な整備）

（現行） （０８年３月末に商用サービス開始）

注）イーサネット ：企業の拠点間等の通信のために、専用ネットワークを構築するサービス。
ＶＰＮ ：企業の拠点間等の通信のために、ＩＰ通信網を利用して仮想的な専用ネットワークを構築するサービス。
ユニキャスト通信 ：映像・データを送信する１対１の通信サービス。
マルチキャスト通信：同じ映像・データを同時に送信する１対多の通信サービス。

光
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

光
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス

Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
向
け
サ
ー
ビ
ス

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
向
け
サ
ー
ビ
ス

光
Ｉ
Ｐ
電
話

光
Ｉ
Ｐ
電
話

県
内
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト

県
内
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト

光
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

光
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス

Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
向
け
サ
ー
ビ
ス

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
向
け
サ
ー
ビ
ス

光
Ｉ
Ｐ
電
話

光
Ｉ
Ｐ
電
話

県
内
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト

県
内
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト

帯
域
確
保
型
マ
ル
チ
キ
ャ
ス
ト
通
信
（
地
デ
ジ
再
送
信
向
け
）
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高
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・
高
画
質
Ｔ
Ｖ
電
話
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２月２５日
認可

柔軟な事業
展開を認める
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ＮＴＴ東西の活用業務認可（業務範囲拡大）について

○○ ＮＴＴ東西のＮＧＮサービスに係る認可方針ＮＴＴ東西のＮＧＮサービスに係る認可方針

(1) (1) ＮＴＴ法ＮＴＴ法

平成１３年の法改正により、ＮＴＴ東日本・西日本は、地域電気通信業務等に加えて、一定の要件を満たせば、総務大臣の認可を受
けて、地域電気通信業務等を営むために保有する設備・技術・職員を活用して行う業務（＝活用業務）を営むことが可能となったもの。

(2) (2) 「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドライン」（活用業務認可ガイドライン）「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドライン」（活用業務認可ガイドライン）

ＮＴＴ法の認可に係る行政手続の運用方針を明確化するもの。（平成１３年１２月策定、平成１９年７月改正）

※認可の要件

① 地域電気通信業務等の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
② 電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

ＮＴＴ東日本・西日本の
県間通信業務への進出

【 認 可 条 件 】

① Ｎ Ｇ Ｎ の 技 術 的 要 件 に つ い て 、 可 能 な 限 り 国 際 的 な 標 準 化 動 向 と 整 合 的 な も の と す る 。

② 加 入 電 話 の 契 約 に 関 し て 得 た 情 報 を 用 い て Ｎ Ｇ Ｎ サ ー ビ ス の 営 業 活 動 を 行 わ な い 。 ※

③ 自 己 の 関 係 会 社 と コ ン テ ン ツ 事 業 者 ・ Ｉ Ｓ Ｐ と を 公 平 に 取 り 扱 う 。

④ Ｉ Ｐ 電 話 サ ー ビ ス の 間 の 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ の 実 現 性 を 検 討 ・ 報 告 す る 。

⑤ 県 間 伝 送 路 に つ い て 、 オ ー プ ン な 利 用 や 、 公 平 ・ 透 明 な 調 達 手 続 を 確 保 す る 。 ※

⑥ 東 西 間 の 技 術 的 取 決 め が 、 他 事 業 者 と の 接 続 に 支 障 を 及 ぼ す も の と な ら な い こ と を 確 保 す る 。 ※

⑦ 技 術 的 イ ン タ ー フ ェ ー ス 等 の 共 通 化 等 に つ い て 検 討 を 行 う 。

⑧ 新 た な 県 間 の サ ー ビ ス を 提 供 す る 場 合 に は 、 改 め て 活 用 業 務 の 認 可 申 請 を 行 う 。 ※

以 上 の ８ 項 目 の 公 正 競 争 確 保 の た め の 条 件 を 付 し た 上 で 認 可 。

（ ※ 印 の 条 件 は 、 こ れ ま で の 活 用 業 務 （ フ レ ッ ツ サ ー ビ ス 等 ） の 際 の 認 可 条 件 と 同 じ も の ）

ＮＴＴ東西の申請のとおり認可ＮＴＴ東西の申請のとおり認可ＮＴＴ東西の申請のとおり認可
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ＮＧＮの接続ルール（０８年３月、情報通信審議会答申）

■ＮＧＮの接続ルールは、電気通信事業法に基づき、ボトルネック設備を保有する事業者のネットワークのオープン化等について公正競争

確保のためのルールとして整備するもの。０７年１０月から情報通信審議会に諮問・審議し、０８年３月末に答申。

１．接続ルールの対象範囲について１．接続ルールの対象範囲について

２．接続料設定（アンバンドル）の範囲について２．接続料設定（アンバンドル）の範囲について

３．加入光ファイバにおける分岐端末回線単位の接続料設定について３．加入光ファイバにおける分岐端末回線単位の接続料設定について

■ＮＴＴ東西のサービスシェアは、増加傾向にあり、ＦＴＴＨサービスで７０％、０ＡＢ～ＪＩＰ電話で７５％を超えている状況。

■このような状況を踏まえれば、多種多様な事業者が、ＮＧＮ、ひかり電話網や地域ＩＰ網に接続してサービス提供することを可能とするこ

とは利用者利便の向上等を図る観点から必要不可欠であるため、ＮＧＮ等は、基本的な接続ルール（接続の条件、接続に関する技術

的条件の開示等）の対象とする。

■既存サービスを提供するための機能（フレッツサービス等）については、従来と同様、大括りに接続料を設定。

■他方、ＮＧＮ固有の新規の機能（帯域制御機能等）については、他事業者による具体的な利用形態等が明確でない段階では将来に

現れるサービスの芽を事前に摘まないように抑制的に対応することが必要なため、接続料の設定は行わない。

■なお、接続料設定の要否は、０７年度から運用を開始している競争セーフガード制度の検証対象に追加し、毎年度定期的に検証。

■「①NTT東西を含めて加入光ファイバを共用する案」、

「②（加入光ファイバは共用せず）接続料算定上の

工夫をする案」、「③卸料金的な接続料を設定する

案」の３案を検討し、０８年度以降の加入光ファイバ

接続料の問題と併せて整理。

シェアドアクセス方式

き線点

ＮＴＴ東西局舎
局外
スプリッタ

Ｏ
Ｎ
Ｕ

Ｏ
Ｓ
Ｕ

・・・
Ｇ
Ｅ-

Ｏ
Ｌ
Ｔ

局
内
ス
プ
リ
ッ
タ

8分岐

4分岐
他事業者

ＩＰ網

他事業者
ＩＰ網

ＦＴＭ

１芯の光ファ
イバを最大８
ユーザで共用

１芯の光ファ
イバを最大８
ユーザで共用

管路、とう道

主端末回線

分岐端末回線
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■ＡＤＳＬからＦＴＴＨへの移行が進む中で、ＦＴＴＨサービスは、我が国の基幹的なブロードバンドアクセスサービスとなることが見込まれる。

■ＦＴＴＨ市場でのＮＴＴ東西のシェアは増加傾向にあり、０７年９月末時点で既に７０％を超え、新規契約数では約８０％を占める状況。

Ｂ：０８年度以降の加入光ファイバ接続料Ａ：分岐端末回線単位の接続料設定

加入光ファイバ接続料の更なる低廉化加入光ファイバ接続料の更なる低廉化

➣ＦＴＴＨサービスの提供コストの低廉化には、加入光ファイバ接
続料の低廉化が最も直接的・効果的措置。

➣ＮＴＴ東西は、他事業者分の需要予測の見直しを行い、接続料
の低廉化を図ることが必要。

①ＮＴＴ東西を含めて加入光ファイバを共用する案

現時点で共用の義務付けが必要不可欠とまでは言えない

ＮＴＴ東日本

４,７１３円（▲３６１円）

ＮＴＴ西日本

５,０４８円（▲２６円）

ＮＴＴ東西 ５,０７４円

０１年度～０７年度

０８年度～１０年度
②接続料算定上の工夫をする案

一つの有効な案だが、適正な接続料水準の設定が困難

③卸料金的な接続料を設定する案

ＮＴＴ東西のネットワークに起因する技術的な問題が存在

➣過去の実績を踏まえた固めの見積もり
（他事業者の需要を対Ｂフレッツで東で２割、西で１割と見込む）

➣他方、予測と実績の乖離を次期接続料に算入する制度を希望

競争事業者のＡ・Ｂに共通する問題意識

ＦＴＴＨ市場における公正競争環境を整備するためには、ＦＴＴＨサービス提供コストの低廉化措置が必要

分岐端末回線単位の接続料設定と０８年度以降の加入光ファイバ接続料

競争事業者間における加入光ファイバの共用の促進競争事業者間における加入光ファイバの共用の促進

➣０７年９月、競争事業者７社は、加入光ファイバの複数事業者で
の共用が可能と考えられるとした共用実験の検証結果を公表。

➣現在、ＮＴＴ東西の実機での検証を実施中であり、まずは競争事
業者間での加入光ファイバ共用の取組を積極的に進めることが必
要。

乖離額調整制度の
導入を特例的に認める
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０８年度以降の加入光ファイバ接続料の見直しについて０８年度以降の加入光ファイバ接続料の見直しについて

■ＮＴＴ東西は、情報通信審議会答申（０８年３月）等を踏まえ、競争事業者の利用芯線数の予測を上方修正して再算定した接続料の見直
し案を認可申請（4/23）。現在、意見招請手続を実施中。

5,074円

4,713円

4,610円

5,020円

4,368円

4,260円

5,074円

5,048円

4,932円

4,987円

4,647円

4,522円

６
５
２
円

７
６
０
円

３
６
１
円

４
６
４
円

01年度～07年度 08年度～
（当初案）

08年度～
（見直し案）

01年度～07年度 08年度～
（当初案）

08年度～
（見直し案）

３
４
０
円

４
６
５
円

142
円

26
円

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

：シングルスター方式

：シェアドアクセス方式

：シングルスター方式

：シェアドアクセス方式

（円） （円）
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ＮＴＴの組織問題を巡る議論の経緯

８２年７月 臨調答申

８５年４月 ＮＴＴ民営化・競争原理の導入

９０年３月 電気通信審議会答申

９０年３月 いわゆる「政府措置」決定

９６年２月 電気通信審議会答申

９６年12月 ＮＴＴ再編成方針

９７年６月 ＮＴＴ再編成法案成立・公布

■５年以内に中央会社（基幹回線部分を運営）と複数の地方会社（地方の電話サービス等を運営）に再編成す
ることとし、当面、政府が株式を保有する特殊会社に移行。

■民営化後５年以内にＮＴＴの在り方を見直す旨を規定（ＮＴＴ法附則第２条）。

■①長距離通信業務の分離、②市内通信会社の再編成は引き続き検討課題（当面１社）、③移動通信業務の
分離を提言。

■事業部制の徹底、ネットワークのオープン性の確保、内部相互補助の防止等の他、移動体通信業務のＮＴＴ
からの分離などの措置を決定。

■ＮＴＴの在り方については９５年度に検討を行い、結論を得ることとされた。

■ＮＴＴを長距離通信会社（完全民営化）と２社の地域通信会社に再編成する。

■ＮＴＴを持株会社の下、長距離通信会社と２社の地域通信会社に再編成する（３社とも持株の１００％子会社）。
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ＮＴＴ組織問題に係る検討スケジュール

■世界最先端の通信・放送に係るインフラ・サービスの実現
「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」に基づき、世界の状況を踏まえ、通信・放送分野の改革を推進する。

骨太方針（経済財政運営と構造改革に関する基本方針）骨太方針（経済財政運営と構造改革に関する基本方針）
（０６年７月７日閣議決定）

■通信関連
高度で低廉な情報通信サービスを実現する観点から、ネットワークのオープン化など必要な公正競争ルールの整備等を図る

とともに、ＮＴＴの組織問題については、ブロードバンドの普及状況やＮＴＴの中期経営戦略の動向などを見極めた上で2010年の

時点で検討を行い、その後速やかに結論を得る。

通信放送の在り方に関する政府・与党合意通信放送の在り方に関する政府・与党合意
（０６年６月２０日）

■通信関係法制の抜本的見直し
➢ＮＴＴ東西のボトルネック設備の機能分離の徹底
➢現行法の枠内でＮＴＴ東西に対する業務範囲規制を段階的に緩和
➢事業規制の在り方の見直しや機能分離の徹底等により公正競争が実効ある形で確保されることを前提に、

●ＮＴＴ東西の業務範囲規制の撤廃
●持株会社の廃止・資本分離

通信放送の在り方に関する懇談会通信放送の在り方に関する懇談会
（０６年６月６日）
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ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

ＮＴＴ
コミュニケーションズ

ＮＴＴデータ

ＮＴＴコムウェア

売上高 ２兆０，０２７億円
経常利益 ６７４億円
人員数 ５，８５０人

売上高 １兆９，０１２億円
経常利益 ２４８億円
人員数 ５，８００人

売上高 １兆１，５４５億円
経常利益 １，１２０億円
人員数 ８，５５０人

売上高 ８，５９７億円
（連結： １兆０，７４４億円）

経常利益 ７５８億円
（連結： ９４３億円）

人員数 ８，５５０人
（連結： ２３，１００人）

売上高 ２，２３８億円
経常利益 ７６億円
人員数 ９００人

売上高 ２，５５０億円
経常利益 １９２億円
人員数 ５，１５０人

売上高 ２兆５，１７８億円
（連結： ４兆７，１１８億円）

経常利益 ５，７６７億円
（連結： ８，００７億円）

人員数 ５，８４３人
（連結： ２２，１００人）

ＮＴＴ都市開発

ＮＴＴ
ファシリティーズ

長 距 離 ・ 国 際
通 信 事 業

子 会 社 ４ ９ 社

移 動 通 信 事 業

子 会社１ ２ ２社

データ通信事業

子会社 １３０社

売上高 １，２８７億円
（連結： １，３８２億円）

経常利益 ２５４億円
（連結： ２６１億円）

人員数 ３５０人
（連結： ６００人）

子 会 社 ４ ７ ６ 社

関 連 会 社 ８ ９ 社

子 会 社 ４ ７ ６ 社

関 連 会 社 ８ ９ 社

ＮＴＴ持株会社

【業種】

■テレマーケティング
■情報通信エンジニアリング
■建築・建物エンジニアリング
■不動産
■金融・カード
■電話帳ビジネス
■教育ビジネス
■広告・出版
■リサーチ・コンサルティング
■物流
■アメニティ
■国際
■先端技術開発
■福利厚生
■ＳＩ・情報通信処理

等

※ 子会社数はその会社自体を含めた数

子会社
＝グループ合算出資比率
５０％以上

関連会社
＝グループ合算出資比率
２０％以上５０％未満

ＮＴＴグループの概要

ＮＴＴドコモ

100％出資

（法定）

61.6％出資

54.2％出資

100％出資

100％出資

（法定）

100％出資

100％出資

67.3％出資

地 域 通 信 事 業
子会社 １０６社

◇売上高・経常利益※

平成１９年度決算値

◇人員数

平成２０年３月末現在

◇出資比率

平成２０年３月末現在

◇子会社・関連会社数

平成２０年３月末現在

※米国会計基準のＮＴＴ連結、
ＮＴＴドコモ連結においては
税引前利益を使用

【単独】
売上高 ３，７５７億円
経常利益 ２，１７７億円
人員数 ２，９００人

【連結】
売上高 １０兆６，８０９億円
税引前利益 １兆３，２２３億円
人員数 １９万３，８５０人

県域等子会社37社

（75,350人)
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過去の公正競争要件等過去の公正競争要件等
（ＮＴＴ再編成時など）（ＮＴＴ再編成時など）

競争セーフガード制度の整備
「競争促進プログラム２０１０」（０６年９月）「競争促進プログラム２０１０」（０６年９月）
““０６年度中に０６年度中に運用ガイドラインを策定を策定””

・市場実態に対応した・市場実態に対応した
公正競争を確保公正競争を確保
・ブロードバンド市場・ブロードバンド市場
の健全な発展を実現の健全な発展を実現

電気通信事業法電気通信事業法
に基づくに基づく

ドミナント規制ドミナント規制

NTTNTTグループに係るグループに係る

現行の公正競争要件現行の公正競争要件

現行の公正競争要件を
定期的に検証する仕組みが必要が必要

（従来は必要に応じて検証）（従来は必要に応じて検証）

市場環境の変化

・ＰＳＴＮからＩＰ網への移行
・市場統合の進展等

検証（第１回）検証（第１回）

０７年４月１８日０７年４月１８日 運用ガイドライン策定・公表運用ガイドライン策定・公表

０７年度から運用開始（毎年実施）０７年度から運用開始（毎年実施）
✔✔ ０７年７月２０日～８月２２日０７年７月２０日～８月２２日 意見募集の実施（１か月）意見募集の実施（１か月）
✔✔ ８月２４日～９月１４日８月２４日～９月１４日 リプライコメントの実施（３週間）リプライコメントの実施（３週間）
✔✔ １２月７日～１月１７日１２月７日～１月１７日 検証結果案の公表→意見募集の実施検証結果案の公表→意見募集の実施
✔✔ ０８年２月１８日０８年２月１８日 検証結果の公表（同日、ＮＴＴ東西に対して行政指導）検証結果の公表（同日、ＮＴＴ東西に対して行政指導）

競争セーフガード制度の概要

今後の予定）今後の予定）
０８年夏を目途に第２回検証を開始する予定０８年夏を目途に第２回検証を開始する予定
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競争セーフガード制度に基づく検証結果（０８年２月公表）

接続の業務に関して得た情接続の業務に関して得た情
報の自社ＦＴＴＨサービス勧誘報の自社ＦＴＴＨサービス勧誘
等への利用等への利用

ＮＴＴ東西が作成するツールＮＴＴ東西が作成するツール
や県域等子会社（や県域等子会社（※※）の営業）の営業
活動におけるＯＣＮの優先的活動におけるＯＣＮの優先的
な取扱いの懸念な取扱いの懸念

情報の目的外利用の防止等について周知・徹底を改めて情報の目的外利用の防止等について周知・徹底を改めて要請要請

ＮＴＴ東西・県域等子会社の営業活動におけるＮＴＴ東西・県域等子会社の営業活動におけるＯＣＮとその他のＯＣＮとその他の
プロバイダーの取扱いについて実質的な同等性を確保するようプロバイダーの取扱いについて実質的な同等性を確保するよう
改めて改めて要請要請

県域等子会社によるＮＴＴドコ県域等子会社によるＮＴＴドコ
モ商品の販売モ商品の販売

ＮＴＴ東西・ＮＴＴドコモのそれぞれからの受託業務に係るＮＴＴ東西・ＮＴＴドコモのそれぞれからの受託業務に係る情報の情報の
目的外利用の防止等について県域等子会社への周知・徹底を目的外利用の防止等について県域等子会社への周知・徹底を
図るよう改めて図るよう改めて要請要請

県域等子会社の役員とＮＴＴ県域等子会社の役員とＮＴＴ
東西の役員等との兼務東西の役員等との兼務

ＮＴＴ東西と県域等子会社の経営が実質的に一体となっているＮＴＴ東西と県域等子会社の経営が実質的に一体となっている
おそれがあることから、公正競争確保上の問題が発生しないかおそれがあることから、公正競争確保上の問題が発生しないか
引き続き注視（引き続き注視（役員兼任の実態について役員兼任の実態について報告報告））

※ 県域等子会社･･･都道府県域ごとに設立されているＮＴＴ東西の100％子会社（NTT東21社、NTT西16社）。ＮＴＴ東西から業務を受託

して、ＮＴＴ東西のサービスについて注文受付、設備工事、営業等を行っている。

■指定電気通信設備に係る検証結果案（２３項目を検証）

■禁止行為規制等に係る検証結果案（６２項目を検証）

地域ＩＰ網、装置類（メディアコ地域ＩＰ網、装置類（メディアコ
ンバータ等）等に対する指定ンバータ等）等に対する指定
の要否の要否

現在、情報通信審議会で「次世代ネットワークに係る接続ルー現在、情報通信審議会で「次世代ネットワークに係る接続ルー
ルの在り方」について審議中ルの在り方」について審議中であり、であり、その答申を踏まえ適切にその答申を踏まえ適切に
対処対処

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
に
対
し
て
要
請
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０７年１０月～０８年６月

端末レイヤー

通信レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

（認証・課金等）

コンテンツ
アプリケーション

レイヤー

「新競争促進プログラム２０１０」に基づく検討体制の枠組み

利 用 者

モバイルビジネス活性化プラン
評価会議

（座長 斉藤忠夫 東京大学名誉教授）

電気通信サービス
利用者懇談会

（座長 新美育文 明治大学法学部教授）

通信プラットフォーム研究会
（座長 相田仁 東京大学大学院

新領域創科学研究科教授）

●モバイルビジネス活性化プラン（０７年
９月）の進捗状況等の検証

●モバイルビジネスの活性化に向けた施
策展開の方向性についての検討

インターネット政策懇談会
（座長 酒井善則 東京工業大学大学院

理工学研究科教授）

●ネットワークのコスト負担の公平性の
在り方

●ネットワークの利用の公平性の在り方
●新しいビジネスモデルの登場に対応し
た法制度の在り方

IPｖ６移行とISP等の事業展開
に関する作業部会（WG）

●プラットフォーム機能の連携強化によ
る新事業創出の在り方

●通信サービスに係る利用者利便の確
保・向上のための基本的ルールの在り
方

●通信料金等に係る情報提供の在り方
●紛争処理・苦情処理等の在り方
●市場退出に係る利用者保護の在り方

デジタルディバイド解消
戦略会議

（座長 黒川和美 法政大学経済学部教授）

●一体的なデジタル・ディバイド解消に向
けた具体的施策の検討

０８年３月～（四半期毎）

０８年４月～１２月

０８年２月～１１月

０８年２月～１２月
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